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札幌市医療非常事態宣言
▶感染症患者の急増により、入院ができず自宅等
で待機する患者が数多く発生
▶市民の生命が危険にさらされる、医療の非常事
態と言っていい状況

▶自宅療養者への対応強化を含めた、医療体制
の一層の強化が必要
▶感染拡大を防止するために、人と人との接触を
徹底的に低減させる必要 2



医療体制強化と緊急時対応拠点の整備
▶市内医療機関に、感染症法に基づく病床確保を
要請

▶陽性患者を受け入れていない医療機関に、人的
支援の要請

▶救急搬送時の一時待機のための、「入院待機ス
テーション」の整備
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自宅療養者への対応強化
▶健康観察に必要なパルスオキシメーターを、
自宅療養者の増加に応じて追加調達

▶保健所や薬局から症状緩和に必要な薬剤を、
自宅療養者に直接送付
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市役所における感染症対策体制の強化
▶「新型コロナウイルス感染症対策室」を全ての
区役所に設置し、陽性患者の疫学調査や自宅
療養者の健康観察等を実施
▶市役所や区役所、市税事務所の窓口などの
業務を一部縮小し、保健所への応援体制を強化
▶市職員は、感染症対策業務を最優先。
そのうえで、在宅勤務や時差出勤等の接触機会
の低減の取組を徹底
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人流抑制策の強化
▶様々な媒体・手法を活用した外出自粛等の
呼びかけ

▶市有施設の原則休止

▶地下鉄・市電の終電繰上げ

▶公園における飲酒自粛の呼びかけ・注意喚起
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事業者・学校等への働きかけ
▶「出勤者数の７割削減」を目指し、経済団体等
を通じて、事業者に対し、テレワークのほか、ロー
テーション勤務や業務時間の短縮等による出勤
抑制を働きかけ

▶学校に、部活動の原則休止、修学旅行の見合
わせ、運動会の延期・縮小を要請

▶大学等に、オンライン授業等の活用を働きかけ
7


